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第
四
十
八
条
の
六
第
三
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
十
第
四
項
中
「
第
四
十
八
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
第
六
項
」
に
、「
第
百
八
十
四

条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
百
八
十
四
条
の
四
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
十
一
中
「
あ
つ
て
は
同
項
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
の
十
二
中
「
と
あ
る
の
は
」
を
「
と
あ
る
の
は
、」
に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改

め
る
。

第
四
十
八
条
の
十
三
中
「
第
四
十
八
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
、
専
用
実
施
権
又
は
通
常
実

施
権
」
を
「
又
は
専
用
実
施
権
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
又
は
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
」
を
「
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
又
は
第
十

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
実
用
新
案
権
の
移
転
の
登
録
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
後
段
を
削
る
。

（
意
匠
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
至
つ
た
意
匠
」
の
下
に「（
発
明
、
実
用
新
案
、
意
匠
又
は
商
標
に
関
す
る
公
報
に
掲
載
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
仮
通
常
実
施
権
）

第
五
条
の
二

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ

き
意
匠
権
に
つ
い
て
、
そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
願
書
の
記
載
及
び
願
書
に
添
付
し
た
図
面
、
写
真
、
ひ
な
形
又
は

見
本
に
現
さ
れ
た
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
他
人
に
仮
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
、
当
該
仮
通
常
実
施
権
の
設
定
行
為
で

定
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
通
常
実
施
権
が
許
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
四

項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
は
、仮
通
常
実
施
権
に
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
十

三
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
第
四
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項

又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
仮
通
常
実
施
権
に
係
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
意
匠
法
第
十
三
条
第
一
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中「（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）」を
削
る
。

第
十
三
条
第
五
項
中
「
又
は
登
録
し
た
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、「
こ
れ
ら
の
者
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
あ
つ
て
は
同
項
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
特
許
法
第
二
十
五
条
」
を
「
同
法
第
二

十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
意
匠
の
創
作
を
し
た
者
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、」
を
削
り
、「
承
継
し
て
」

を
「
有
し
て
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
」
を
削
り
、「
と
き
は
、
そ
の

理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
」
を
「
こ

と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
一

年
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
特
許
法
第
二
十
五
条
」
を
「
同
法
第
二
十
五
条
」に
改
め
、「
と
き
」の
下
に「（
そ

の
意
匠
登
録
が
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
、
そ
の
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
の
移
転
の
登
録

が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中「
意
匠
の
創
作
を
し
た
者
で
な
い
者
で
あ
つ
て
」を
削
り
、「
承

継
し
な
い
も
の
」
を
「
有
し
な
い
者
」
に
改
め
、「
と
き
」
の
下
に「（
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

に
基
づ
き
、
そ
の
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
た

だ
し
書
中
「
利
害
関
係
人
」
を
「
当
該
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
」

に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
中
「
第
百
三
十
一
条
の
二
（
」
の
下
に
「
第
一
項
第
三
号
及
び
」
を
加
え
、「
第
百
五
十
六
条
か
ら
第

百
五
十
八
条
ま
で
」
を
「
第
百
五
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
五
十
八
条
」
に

改
め
、「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
同
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
特
許
無
効
審
判
以
外
の
審
判
に
お
い
て
は
、
事

件
が
」
と
あ
る
の
は
「
事
件
が
」
と
」
を
加
え
、「
と
あ
る
の
は
、」を
「
と
あ
る
の
は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
意
匠
権
の
移
転
の
特
例
）

第
二
十
六
条
の
二

意
匠
登
録
が
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
（
そ
の
意
匠
登

録
が
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。）又

は
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
意
匠
登
録
に
係
る
意
匠
に
つ
い
て

意
匠
登
録
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、そ
の
意
匠
権
者
に
対
し
、

当
該
意
匠
権
の
移
転
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

本
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
本
意
匠
又
は
関
連
意
匠
の
意
匠

権
の
い
ず
れ
か
の
消
滅
後
は
、
当
該
消
滅
し
た
意
匠
権
が
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
初
め
か
ら
存
在
し
な
か
つ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
を
除
き
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠
権
は
、
初
め
か

ら
当
該
登
録
を
受
け
た
者
に
帰
属
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

４

共
有
に
係
る
意
匠
権
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
き
そ
の
持
分
を
移
転
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
八
条
第
三
項
中
「
登
録
の
効
果
」
を
「
通
常
実
施
権
の
対
抗
力
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
る
。

第
二
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
）

第
二
十
九
条
の
三

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
の
際
現
に
そ

の
意
匠
権
、
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
又
は
そ
の
意
匠
権
若
し
く
は
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
通
常

実
施
権
を
有
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
意
匠
権
の
移
転
の
登
録
前
に
、
意
匠
登
録
が
第
四
十
八
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
（
そ
の
意
匠
登
録
が
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第

三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。）又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該

当
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
意
匠
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
実
施
で
あ
る
事
業

を
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
実
施
又
は
準
備
を
し
て
い
る
意
匠
及
び
事

業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
意
匠
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
を
有
す
る
。

２

当
該
意
匠
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九

十
九
条
第
一
項
の
効
力
を
有
す
る
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
七
項
中
「
第
八
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
八
十
四
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
第
四
項
を
削
る
。

第
四
十
一
条
中
「
制
限
」
の
下
に
「
、
主
張
の
制
限
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
年
」
を
「
第
二
十
年
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
る
。
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